
（１）バスの乗り方教室事業

◆小学２年生を対象に路線バスの乗り方教室を

開催

◆参加者に無料バス乗車チケットを配布

◆バスの乗り方紹介動画（子供用・高齢者用）

を作成※R7新規事業

１ 一般会計事業

～「バスの乗り方教室」～

・長野市内の小学２年生を対象に、平成28年
度から実施

・バスの乗降方法、料金の見方、バス利用時の
注意点などをバス事業者が説明

【実施状況】
○市内小学校を対象に参加校募集
➢ アルピコ交通㈱ ５校実施 約350人
➢ 長電バス㈱ ３校実施 約200人

○チケット配布数 558枚

令和７年度協議会事業実施状況について 資料１-1

（２）ながのスマート通勤応援事業

◆しなの鉄道中吊り広告（3月中）

◆ＦＭぜんこうじでのスポット広告（2月～3月：109回）
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２ ＩＣカード事業

（１）新KURURUの利用状況について

＜発行枚数（令和７年３月～令和８年２月末現在）＞

種 別 発行枚数 備 考

一般カード 44,000枚 無記名式・記名式

おでかけパスポート 35,038枚 70歳以上高齢者用

合 計 79,038枚

運行主体 ＩＣ利用率 うち６月以降 備 考

アルピコ交通 76.7％ 82.0%

長電バス 72.8％ 79.3%

長野市営バス 53.3％ 66.9% 紙定期発行あり（スクール）

飯綱町営バス 59.4％ 71.7%

高山村営バス 52.9％ 53.4%

＜ＩＣ利用率（令和７年３月1日～令和８年1月31日※）＞
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※令和７年３月１日から５月31日までは、おでかけパスポートの利用は現金のみ



２ ＩＣカード事業

（２）新ＫＵＲＵＲＵ１周年記念事業について

新ＫＵＲＵＲＵ１周年を記念して、Suicaエリア拡大１周年となるJR東日本
株式会社と共同で利用促進キャンペーンを実施

①名 称

ＫＵＲＵＲＵ・Suica楽々おでかけ＆お買いものキャンペーン

②期 間

令和８年3月1日～3月31日

③内 容

➢ＫＵＲＵＲＵ・Suicaでバス路線またはJR在来線を利用

➢JRE加盟店でSuicaを使って2,000円以上を決済

➢抽選でJRE POINTを1,000ポイント贈呈

④広報内容

・ 信濃毎日新聞（東北信版/5段/カラー）

・ ポスター（バス車内、取扱窓口掲示用）

・ サイネージ用データ（ＪＲ長野駅構内、長野駅バス停など）

・ WEBバナー広告

・ 信越放送（SBC）ラジオＣＭ など
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２ ＩＣカード事業

（３）旧ＫＵＲＵＲＵカードの解約状況について（２月末現在）

① カード未解約の状況

種 別 未解約枚数 備 考

一般カード 52,223枚 無記名式・記名式

おでかけパスポート 47,877枚 70歳以上高齢者用

合 計 100,100枚

② 解約期間終了に向けた広報実施状況

➢ 出張解約窓口の開設（11/19～12/9 市内全７か所）

➢ 新聞広告の掲載（信濃毎日新聞朝刊２回： 2/21、3/1付）

➢ ＷＥＢバナー広告

➢ ポスター、チラシの配布（取扱窓口、バス車内など）

➢ デジタルサイネージの掲出（ＪＲ長野駅構内、バス停など）

➢ ラジオ番組放送（ＦＭぜんこうじ２回：11/14、3/2）

➢ ラジオＣＭでの告知（ＳＢＣ）

➢ 広報ながの（10月号、11月号、３月号）
4

※うち26,769枚はチャージ・ポイント残金なし

旧ＫＵＲＵＲＵカードは、令和７年２月14日をもってサービスが終了しており、
カードの解約期限は今月末になっている。



参考：KURURU県事務局移管について※令和８年１月30日書面決議内容

5

➢ ICカードKURURUの利用範囲が長野地域（長野市、須坂市、千曲市、飯綱町、高山村、小川村）から県内へ広が

ることから、事務局を市協議会から県協議会へ移管（移管：令和８年４月１日予定）

➢ 松本市、塩尻市、長和町、JRバス関東が令和８年４月からサービスを開始する予定

４月以降の体制図
黄色部分が４月以降の追加・変更箇所 ３月末まではここが

市協議会（各種とり
まとめを行う）

４月以降は販売窓口
の１つとなる

バスポイント、乗継割引、おでかけパスポート

のサービスは長野地域のみ実施
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１変更となる事項

〇カード発行者が県になることに伴い、カードの在庫管理、デポジットの管理

は県が行う（県がカードを作成）

〇各種契約（JRとの契約、機器保守契約等）は県が行う

〇ICカード事業に係る費用は県が支出を行い、市は県に対し負担金を支出

〇広報（ホームページ含む）や各種問い合わせは県が対応

２県移管後も変わらない事項

〇カードセンターの運営（定期券等の販売窓口）は引き続き市協議会が行う

〇長野地域に関係する問い合わせ対応（電話等）は引き続き行う

〇カードデザインは変更なし

〇すでに利用している方への影響はなし

参考：KURURU県事務局移管について※令和８年１月30日書面決議内容
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